
消
　
　
防

予算編成

違反施設の防火指導は

町長／法令の順守を徹底させる

20
年
度
予
算
編
成
は

町
長
／
３
つ
の
柱
を
中
心
に
編
成
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麥
田
　
交
付
税
の
減
や
災
害

復
旧
、
少
子
高
齢
化
な
ど
課

題
の
多
い
中
で
、
平
成
２０
年

度
予
算
編
成
に
、
ど
の
様
に

取
り
組
む
か
、
決
意
を
伺
う
。

町
長
　
町
民
の
信
頼
に
応
え
、

安
定
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
し
て
い
く
た
め
に
、
財

政
の
健
全
化
、
災
害
復
興
、

総
合
振
興
計
画
の
推
進
の
３

つ
の
柱
を
中
心
に
、
よ
り
具

体
性
と
内
容
の
あ
る
予
算
編

成
を
し
ま
す
。

町
長
　
限
界
集
落
が
１６
集
落
、

準
限
界
集
落
が
５６
集
落
で
、

１１
公
民
館
が
準
限
界
集
落
で

す
。

　
今
後
、
福
祉
的
な
分
野
に

対
す
る
ニ
ー
ズ
は
大
き
く
な

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
に

取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
の

が
行
政
の
今
後
の
方
向
性
で

あ
り
ま
す
。

※
限
界
集
落

　
過
疎
化
な
ど
で
人
口
の
５０

％
が
６５
歳
以
上
の
高
齢
者
に

な
り
、
社
会
的
共
同
生
活
の

維
持
が
困
難
に
な
っ
た
集
落

の
こ
と
。

そ
の
他
の
質
問

・
　
本
庁
方
式
に
つ
い
て

麥
田
　
少
子
高
齢
化
が
進
み
、

限
界
集
落
が
増
え
て
い
る
。

予
算
の
在
り
方
を
見
直
し
、

少
子
高
齢
化
社
会
に
対
応
し

た
予
算
編
成
に
す
る
べ
き
で

は
な
い
か
。

岩
元
　
管
内
に
も
違
反
対
象

物
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

宿
泊
施
設
が
あ
る
が
是
正
さ

れ
て
い
な
い
。
今
後
の
改
善

指
導
策
に
つ
い
て
伺
う
。

町
長
　
管
内
に
は
、
現
在
、

１３
の
営
業
し
て
い
る
宿
泊
施

設
が
あ
り
、
１
施
設
を
除
き

ほ
と
ん
ど
の
施
設
で
何
ら
か

の
違
反
が
あ
り
ま
す
。

　
利
用
者
の
安
心
安
全
を
確

保
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理

者
に
対
し
て
法
令
を
守
り
改

善
策
の
徹
底
を
図
る
よ
う
、

今
後
も
強
力
な
行
政
指
導
を

行
い
ま
す
。

岩
元
　
町
税
な
ど
の
未
収
金

に
対
す
る
取
り
組
み
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
実
効
が
上
が

ら
な
い
。
徴
収
対
策
を
強
化

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

町
長
　
税
等
の
未
納
者
に
つ

い
て
は
、
不
動
産
、
給
与
、

預
貯
金
な
ど
徹
底
し
て
差
押

え
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
動

産
に
つ
い
て
も
調
査
を
し
て

差
押
え
を
行
い
、
い
ず
れ
も

公
売
し
ま
す
。

　
私
法
上
に
分
類
さ
れ
る
債

権
に
つ
い
て
も
民
事
訴
訟
を

視
野
に
入
れ
て
積
極
的
に
取

り
組
み
ま
す
。

税
の
収
納
対
策
を

強
化
せ
よ

町
長
／
財
産
の
差
押

　
　
　
え
を
行
う

少
子
高
齢
化
社
会

へ
の
対
応
は

町
長
／
ニ
ー
ズ
は
大

　
　
　
き
く
な
る

麥田博稔議員

岩元涼一議員

※

予算編成のため財政課による各課からの聞き取り

防火予防の打合せ（消防本部予防係）


